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r7物価_3_2 r7物価_3_1

82,887                   82,887                                   

88,710                   30,600                                   

11,335                   16,310                                   

-                          -                                          

41,800                                   

-                                          

-                          28,330                                   

-                          117,040                                  

28,330                   11,304                                   

-                          1,351                                     

-                          -                                          事業数 12 基金事業数 0 R6補正_推奨 -               

2,494                                     最終事業NO 15 R6補正_低 128,375      

82,887                   2,952                                     
”交付金が活用されて
いる旨の明記のみの
変更”を除いた数

3 R7予備_推奨 -               

88,710                   
"うち交付対象経費のみ
の変更"を除いた変更事
業数

3 R7補正_特別
加算以外

-               

28,330                   　（うち給付金事業数） 1

11,335                   -                                          

-                          -                                          

211,262                 -                                          

-                                          

-                          -                 218,028                                  -                         

総務省

Ａ

Ｂ１ Ｂ３ Ｂ４ Ｂ５

交付対象経費
国のR6補正予算分
（交付限度額①）

（推奨事業メニュー分）

国のR6補正予算分
（交付限度額②）

（令和６年度低所得世帯支
援枠等分）
給付費

国のR6補正予算分
（交付限度額③）

（令和６年度低所得世帯支
援枠等分）
事務費

国のR6補正予算分
（交付限度額④）

（給付支援サービス分）

国のR7予備費分
（交付限度額⑤）

（推奨事業メニュー分）

国のR7補正予算分
（交付限度額⑥）

（推奨事業メニュー分）

その他
（一般財源や補助対

象外経費等）

総事業費に係る
事務費

合計  467,675  467,675  89,991  117,040  11,335  -  20,284  229,025 - 

令和6年度住民税均等割非課税世帯（3万
円）

＋こども加算（2万円）
＋不足額給付

（令和６年度低所得世帯支援枠等）

1 R6_補正 低所得 ○ ○ ○

令和6年度非課税世帯物価
高騰対策給付金事業、定額
減税補足給付金（不足額給
付）支給事業

Ⅱ．物価高の克服 ○ －  128,375  128,375  -  117,040  11,335  -  -

①物価高が続く中で低所得世帯への支援を行うことで、低
所得の方々の生活を維持する。
②低所得世帯への給付金及び事務費
③R6,R7の累計給付金額
令和６年度住民税均等割非課税世帯　2,968世帯×30千
円、子ども加算　256人×20千円、、定額減税を補足する給
付（うち不足額給付）の対象者　5,586人　(109,830千円）
のうちR7計画分
事務費　11,335千円
事務費の内容　　[需用費（事務用品等）　役務費（郵送料
等）　業務委託料　使用料及び賃借料　人件費　として支
出]
④低所得世帯等の給付対象世帯数（2,968世帯）、定額減
税を補足する給付（うち不足額給付）の対象者数（5,586人）

－ ○ － R7.3 R8.3
対象世帯に対して令和7年8月までに支
給を開始する

② HP、広報誌にて明記済みあるいは予定
対象分野に関連
しない

ホームページ、広報誌等 R6補正（地）

（デジタル庁）
給付支援サービス

（R6補正）
2  -  -

令和６年度低所得世帯支援枠等関連の
給付費

（家計急変への横出し等・R6補正）
3  -  -

事務費
（上乗せ・横出し）

4  -  -

R7補正推奨事業メニューのうち
食料品の物価高騰に対する特別加算

（市区町村のみ記載）
5 R7_補正 推奨事業 ○ ○ ○

物価高騰対策生活応援地域
商品券配布事業

Ⅰ．生活の安全保
障・物価高への対
応

○

①食料品の
物価高騰に
対する特別

加算

④消費下支
え等を通じた
生活者支援

 229,025  229,025  229,025  9,168

①エネルギー・食料品価格等の物価高騰により影響を受け
ている町民を支援するとともに、地域における消費を喚起
し、町内事業者を応援することで地域経済の一層の振興を
図る。
②一人当たり7,000円分の商品券配布
③・時間外手当、事務用品、委託費等：9,168千円
　・補助金：219,857千円
　（換金支払費・商品券印刷・広報関係等）
④全町民（令和8年1月1日時点で茨城町の住民基本台帳
に登録されている者）

－ － － R8.1 R8.3 R8.3 換金率　90％ ② HP、広報誌にて明記済みあるいは予定 商品券 商品券 商品券等に使用期限を設ける ホームページ、広報紙等 R7補正（地）

市区町村でR7補正①の事業について複数計画している場合
は、１つをNo.５に記入の上それ以外はNo.６以降に記入しL
列で当該推奨事業メニューを選択してください。
都道府県でR7補正①の事業を計画している場合は、NO.6以
降に記入しL列で当該推奨事業メニューを選択してください。

6 R6_補正 推奨事業 ○ ○ ○ 公共交通エネルギー価格高
騰対策事業

Ⅱ．物価高の克服 ○

⑧地域公共
交通・物流や
地域観光業
等に対する
支援

 2,740  2,740  2,740

①エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けて
いる公共交通事業者を支援することにより、公共交通の運
行の維持及び確保を図る。
②バス事業者・タクシー事業者に対する支援：路線バス1系
統当たり100,000円、タクシー1台当たり30,000円
③路線バス事業者（2者）　25系統×100,000円＝2,500,000
円
　 タクシー事業者（2者）　8台×30,000円＝240,000円
④町内を運行する路線バス事業者、町内で営業するタク
シー事業者（町内に本社若しくは営業所を設置）

－ － － R7.7 R7.12 路線バス事業者2者及びタクシー事業者
2者の安定的な事業継続を図る。

② HP、広報誌にて明記済みあるいは予定 運輸交通・物流・
観光事業者

ホームページ、広報紙等 R7当初（地）

7 R6_補正 推奨事業 ○ ○ ○
保育所等物価高騰対策支援
給付金事業

Ⅱ．物価高の克服 ○

⑤医療・介
護・保育施
設、学校施
設、公衆浴
場等に対す
る物価高騰
対策支援

 4,902  4,902  4,902

①エネルギー・食料品価格等の物価高騰により影響を受け
ている町内の私立保育所等に対し支援を行うことにより、
負担軽減を図る。
②私立保育所等に対する支援
   給食材料費高騰分に対し、児童1人当たり500円/月を支
援（R7.4～R8.3までの12ヶ月分）
③保育所3施設（延べ入所児童数3,780人）1,890,000円
   認定こども園5施設（延べ入所児童数5,460人）2,730,000
円
   地域型保育事業所4施設（延べ入所児童数444人）
222,000円
   認可外保育施設1施設（延べ入所児童数120人）60,000円
④町内の私立保育所等（13施設）

－ － － R7.4 R7.9 保育所等13施設への給付金支給。 ② HP、広報誌にて明記済みあるいは予定
保育所・幼稚園・
認定こども園等

ホームページ、広報紙等 R7当初（地）

8 R6_補正 推奨事業 ○ ○ ○
粗飼料価格高騰対策支援金
給付事業（第3弾） Ⅱ．物価高の克服 ○

⑥農林水産
業における
物価高騰対
策支援

 14,900  14,900  14,900

①エネルギー・食料品価格等の物価高騰下における粗飼
料価格の高騰により、酪農及び肉用牛生産における経営
への影響を踏まえ、牛飼養者に対する支援を行うことによ
り、経営の維持安定を図る。
②町内で販売を目的とした酪農又は肉用牛の生産を現に
営んでおり、今後も経営を継続する意思を有している者に
対し、1頭当たり以下の金額を支援する。
   乳用牛　4,000円/1頭当たり、肉用牛　1,000円/1頭当たり
③乳用牛：1,850頭×4,000円＝7,400,000円
   肉用牛：7,500頭×1,000円＝7,500,000円
④町内の牛飼養者33経営体

－ － － R7.6 R7.11
町内の牛飼養者33経営体への支援金給
付 ② HP、広報誌にて明記済みあるいは予定

農林水産・食品
分野 ホームページ、広報紙等 R7当初（地）

9 R6_補正 推奨事業 ○ ○ ○
下水処理場等電気料金高騰
対策支援事業 Ⅱ．物価高の克服 ○

⑨推奨事業
メニュー例よ
りも更に効果
があると判
断する地方
単独事業

下水道施設は日常生活・事業活動に
密接に関わる重要インフラであること
から、高騰する電気料金に対する支援
は、生活者や事業者に対し、直接的に
影響を及ぼす、特に効果がある事業で
ある。

 3,233  3,233  3,233

①エネルギー・食料品価格等の物価高騰により影響を受け
ている下水道事業者に対し、高騰する電気料金に対する
支援を行うことにより、エネルギー価格等の物価高騰の影
響を受ける生活者や事業者の負担軽減を図る。
②町浄化センター及び農業集落排水施設（4施設）に対す
る令和7年4月分から令和8年3月分までの電気料金高騰分
の一部支援
③1kWh当たりの高騰額×使用電力量見込み
・町浄化センター：2,189,105円＝2.05（円/kWh）×1,067,856
（kWh）
・飯沼農業集落排水施設：235,457円＝1.43（円/kWh）×
164,655（kWh）
・下石崎農業集落排水施設：365,557円＝1.93（円/kWh）×
189,408（kWh）
・涸沼南農業集落排水施設：271,874円＝2.10（円/kWh）×
129,464（kWh）
・逆川農業集落排水施設：170,893円＝1.81（円/kWh）×
94,416（kWh）
④下水道施設（5施設）

－ － － R7.4 R8.3
下水道施設（5施設）の維持管理費（電力
高騰分）の抑制 ② HP、広報誌にて明記済みあるいは予定 下水道事業者 ホームページ、広報紙等 R7当初（地）

10 R6_補正 推奨事業 ○ ○ ○
浄・配水場等電気料金高騰
対策支援事業 Ⅱ．物価高の克服 ○

⑨推奨事業
メニュー例よ
りも更に効果
があると判
断する地方
単独事業

上水道施設は日常生活・事業活動に
密接に関わる重要インフラであること
から、高騰する電気料金に対する支援
は、生活者や事業者に対し、直接的に
影響を及ぼす、特に効果がある事業で
ある。

 3,456  3,456  3,456

①エネルギー・食料品価格等の物価高騰により影響を受け
ている水道事業者に対し、高騰する電気料金に対する支
援を行うことにより、エネルギー価格等の物価高騰の影響
を受ける生活者や事業者の負担軽減を図る。
②町上水道施設（3施設）に対する令和7年4月分から令和8
年3月分までの電気料金高騰分の一部支援
③1kWh当たりの高騰額×使用電力量見込み
・北部浄水場：1,748,536円＝1.91（円/kWh）×915,464
（kWh）
・南部浄水場：1,505,685円＝1.85（円/kWh）×813,884
（kWh）

－ － － R7.4 R8.3
上水道施設（3施設）の維持管理費（電力
高騰分）の抑制 ② HP、広報誌にて明記済みあるいは予定 水道事業者 ホームページ、広報紙等 R7当初（地）

11 R6_補正 推奨事業 ○ ○ ○ 高校生等新生活スタート応
援事業

Ⅱ．物価高の克服 ○

②エネル
ギー・食料品
価格等の物
価高騰に伴
う子育て世
帯支援

 7,849  7,849  7,849

①エネルギー・食料品価格等の物価高騰に伴う子育て世
帯支援として、新高校生等の保護者に対し、高校生等新生
活スタート応援給付金を支給することにより、子育て世帯の
経済的負担軽減を図る。
②生徒1人当たり30,000円
③給付金7,800,000円＝30,000円×260人
   事務費49,000円（消耗品費、郵便料　等）
④令和8年1月1日時点で町の住民基本台帳に登録されて
おり、3月1日現在で中学校卒業見込みのある者（町外の中
学校を含む）の保護者

－ ○ － R7.10 R8.3
町内に住所を有し、中学校等を卒業する
見込みがある生徒260人の保護者に対し
て支援を行い、経済的負担軽減を図る。

② HP、広報誌にて明記済みあるいは予定 対象分野に関連
しない

ホームページ、広報紙等 R7当初（地）

12 R6_補正 推奨事業 ○ ○ ○
学校給食費物価高騰対策支
援事業 Ⅱ．物価高の克服 ○

②エネル
ギー・食料品
価格等の物
価高騰に伴
う子育て世
帯支援

 52,911  52,911  52,911

①エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けた
子育て世帯に対し、学校給食費を支援することにより、子
育て世帯の経済的負担軽減を図る。
②物価高騰に伴う給食費値上げ相当分の支援と、中学生
の保護者に対し、給食費の全額支援（実質無償化）を行う。
・期間：令和7年4月分から令和8年3月分まで（8月を除く
11ヶ月分）
・支援額：幼稚園児（物価高騰分）総額198,873円【※金額
は認定区分による】、小学生（物価高騰分）月額992円/人、
中学生（物価高騰分）月額1,119円/人、中学生（給食費支
援分）月額4,300円/人
・対象者：町立幼稚園及び町立小中学校に在籍する園児・
児童・生徒の保護者
③【物価高騰分】
・幼稚園児（28人）：198,873円　※金額は認定区分による
・小学生（1,258人）：13,727,296円＝992円/人・月×1,258人
×11ヶ月
・中学生（654人）：8,050,086円＝1,119円/人・月×654人×
11ヶ月
【給食費支援分】
・中学生（654人）：30,934,200円＝4,300円/人・月×654人×
11ヶ月
④町立幼稚園に通う園児28人、町立小中学校に通う児童
1,258人及び生徒654人の保護者
※教職員分は含まれていない。

－ － － R7.4 R8.3

町立幼稚園・小学校・中学校に通う園
児・児童・生徒1,940人の保護者に対して
支援を行い、子育て世帯の負担軽減を
図る。

② HP、広報誌にて明記済みあるいは予定 給食 ホームページ、広報紙等 R7当初（地）

13 R7_予備 推奨事業 ○ ○ ○ 防犯カメラ設置支援（物価高
騰対策）事業

米国関税措置 ○
③消費下支
え等を通じた
生活者支援

 2,400  2,400  2,400

①犯罪防止及び安全で安心なまちづくりを推進し、エネル
ギー・食料品価格等の物価高騰による町民への影響を軽
減するため、防犯活動の補完として防犯カメラを設置する
費用に対し、補助金を交付し、経済的負担軽減を図る。
②防犯カメラの設置等費用に対する補助金
③補助率：対象経費の1/2
　 補助金：（上限）30,000円×80世帯＝2,400,000円
④町民

－ － － R7.9 R8.3
80世帯の防犯カメラ設置等に係る費用
に対して補助を行い、経済的負担軽減を
図る。

⑤ HPにて明記済みあるいは予定 対象分野に関連
しない

ホームページ、広報紙等 R7補正（地）

14 R7_予備 推奨事業 ○ ○ ○ 物価高騰に伴う認定農業者
等支援金給付事業

米国関税措置 ○

⑥農林水産
業における
物価高騰対
策支援

 12,541  12,541  12,541

①エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けて
いる認定農業者等に対し支援金を給付することにより、経
営の維持安定と営農意欲の向上を図る。
②認定農業者及び新規就農者に対し支援金を定額で給付
（1経営体当たり50,000円）
③給付金：50,000円×250経営体＝12,500,000円
　 事務費：41,000円（郵便料、消耗品）
④認定農業者及び新規就農者（250経営体）

－ － － R7.9 R8.3
認定農業者及び新規就農者250経営体
に対して支援を行い、経営の維持安定と
営農意欲の向上を図る。

⑤ HPにて明記済みあるいは予定 農林水産・食品
分野

ホームページ、広報紙等 R7補正（地）

15 R7_予備 推奨事業 ○ ○ ○ 公共施設電気料金高騰対策
事業

米国関税措置 ○

⑨推奨事業
メニュー例よ
りも更に効果
があると判
断する地方
単独事業

公共施設の高騰する電気料金に対す
る支援は、施設利用料への価格転嫁
による利用者（町民等）への負担増加
を防止し、町民サービスを安定的に提
供することができるため、特に効果が
ある事業である。

 5,343  5,343  5,343

①電気料金の高騰に伴い、公共施設の維持管理費が増加
する中において、施設利用料への価格転嫁により、利用者
（町民等）の負担が増加することを防止するため、電気料金
の高騰分に交付金を活用し、町民サービスを安定的に提
供する。
②小学校・中学校・運動公園・涸沼自然公園の令和7年4月
分から令和8年3月分までの電気料金高騰分の一部支援
③1kWh当たりの高騰額×使用電力量見込み
・長岡小学校：217,647円＝1.94（円/kWh）×112,189（kWh）
・葵小学校：423,380円＝3.27（円/kWh）×129,474（kWh）
・大戸小学校：138,383円＝1.70（円/kWh）×81,402（kWh）
・青葉小学校：375,238円＝1.54（円/kWh）×243,661（kWh）
・明光中学校：664,687円＝2.03（円/kWh）×327,432（kWh）
・運動公園：2,553,078円＝9.74（円/kWh）×262,123（kWh）
・涸沼自然公園：970,169円＝10.01（円/kWh）×96,920
（kWh）

－ － － R7.4 R8.3
エネルギー価格の物価高騰の影響によ
る維持管理費の抑制（公共施設使用料
等の値上げ額0円）

⑤ HPにて明記済みあるいは予定 対象分野に関連
しない

ホームページ、広報紙等 R7当初（地）

16  -  -
17  -  -
18  -  -
19  -  -

令和７年度　物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金実施計画

対象外経費
に臨時交付
金を充当し
ていない

枠

町長公室　地域政策課担当部局課名 89,991                                             

08302

【08_茨城県】

08302_茨城県茨城町

国のR6補正予算分（推奨事業メニュー分）　交付限度額①
にかかる交付対象経費

029-215-8003

地

方

単

独

事

業

「推奨事業メニュー例よりも更に効
果があると判断する地方単独事業」
を選択した場合の、より効果がある
と考える理由

交付対象事業の名称 経済対策等との関
係 総事業費

国のR6補正分（令和６年度低所得世帯支援枠等分）
事務費　交付限度額③　（令和７年8月調査での追加分）

※該当団体のみ

国のR6補正分（令和６年度低所得世帯支援枠等分）
事務費　交付限度額③　（令和７年12月２日通知分）

-                         

エラー（交付対象経
費<既配分額）

エラー（交付
限度額<既
配分額）

14,306                  

地方公共団体名（コード有り）

電話番号

メールアドレス

国のR6補正等分（令和６年度低所得世帯支援枠等分）
給付費　交付限度額②　（今回追加分）

国のR6補正分（令和６年度低所得世帯支援枠等分）
事務費　交付限度額③　（令和6年度本省繰越分）

小計　交付限度額②

国のR6補正分（推奨事業メニュー分）
交付限度額①　（令和6年度本省繰越分）

国のR6補正分（令和６年度低所得世帯支援枠等分）
給付費　交付限度額②　（令和6年度本省繰越分）

国のR6補正分（令和６年度低所得世帯支援枠等分）
給付費　交付限度額②　（令和７年７月18日通知分）

国のR6補正分（令和６年度低所得世帯支援枠等分）
給付費　交付限度額②　（令和７年8月調査での追加分）

※該当団体のみ

国のR6補正分（令和６年度低所得世帯支援枠等分）
給付費　交付限度額②　（今回追加分）

国のR6補正分（令和６年度低所得世帯支援枠等分）
給付費　交付限度額②　（令和７年12月２日通知分）

担当者氏名 藤井　淳雄
国のR6補正予算分（令和６年度低所得世帯支援枠等分）

給付費　交付限度額②にかかる交付対象経費
117,040                                           

エラー（交付
限度額記載

不備）

都道府県区分

令和７年３月17日事務連絡に基づく追加分 配分予定額計
※事務連絡は該当団体のみに通知

14,306                  

配分予定額計
国のR6補正予算分（給付支援サービス分）

交付限度額④

エラー（既
配分額記載

不備）

エラー（自治
体名記載不

備）

エラー（担当
者・連絡先記

載不備）

-                         

国のR7予備費分（推奨事業メニュー分）
交付限度額⑤　（令和7年5月27日通知分）

14,306                                           

小計　交付限度額（R7予備費分） 14,306                                           

国のR7補正分（推奨事業メニュー分）
交付限度額⑥　（令和7年12月１６日通知分） 356,489                                          

（うち、食料品の物価高騰に対する特別加算分） 117,090                                          

小計　交付限度額（R7経済対策分） 356,489                                          

配分予定額計
国のR6補正等予算分（令和６年度低所得世帯支援枠等分）

給付費　交付限度額②
配分予定額計

国のR6補正予算分（令和６年度低所得世帯支援枠等分）
事務費　交付限度額③

配分予定額計
国のR6補正予算分（令和６年度低所得世帯支援枠等分）

給付費　交付限度額②

配分予定額計
国のR7補正分（推奨事業メニュー分）

交付限度額⑥

小計　配分予定額計
（R7経済対策分）

交付対象経費(地方単独事業費)
（R6経済対策分）

推奨事業メニュー
※R7補正推奨事業メニュー①について、②～④にも
関連する場合は、M～O列に追加で選択してくださ

い。

【調整後】今回配分予定額
国のR7補正分（推奨事業メニュー分）

交付限度額⑥

交付対象経費(地方単独事業費)
（R7予備費分）

配分予定額計

小計　配分予定額計
（R6経済対策分）

配分予定額計
国のR7予備費分（推奨事業メニュー分）

交付限度額⑤

小計　配分予定額計
（R7予備費分）

※記載は不要

備考5

備考1
(重点支援地方
交付金の追加を
踏まえた各省庁
の通知の発出状
況に定義されて
いる対象分野)

エネル
ギー・食料
品価格等の
物価高騰の
影響を受け
た生活者等
に対して事
業の効果が
直接及ぶ

国のR6補正予算分（給付支援サービス分）　交付限度額④
にかかる交付対象経費

R7経済対策等にかかる本省繰越希望額記載欄
【調整後】本省繰越希望額

（R7補正により措置された推奨事業メニュー分　交付限度額⑥に係る希望額）
（交付限度額⑥を上限とする）

148,489                                    

※【調整前】今回配分予定額
推奨事業メニュー（R7補正）交付限度額⑥

※【調整前】本省繰越額
国のR7補正予算分（推奨事業メニュー分）交付限度額⑥

本省繰越の追加希望額　手動入力分
（調整用）

21,025                                           

127,464                                          

229,025                                          

令和７年３月17日事務連絡に基づく追加分　交付限度額
※事務連絡は該当団体のみに通知

-                                                  

交付限度額計 588,823                                          

国のR6補正分（令和６年度低所得世帯支援枠等分）
事務費　交付限度額③　（令和７年７月18日通知分）

208,000                 

208,000                 

小計　交付限度額（R6経済対策分）

18,101                                   

Ｃ

エラー（効果
直接選択漏
れ）

エラー（枠選
択漏れ）

自治体利用
欄

自治体での予算区分 自治体利用
欄

エラー（予
算年度選択
漏れ）

国の重点支援地方交付金が活用されている旨
の明記

備考1のサブカテゴリ―
M～O列を記入している場合のみ 【R7補正のみ】

備考2
「農林水産・食品分
野」「中小企業・小
規模事業者の賃上げ
環境整備」における

細分化項目

国

の

予

算

年

度

（単位：千円）

11,335                                             

kikaku@town.ibaraki.lg.jp

令和７年度既配分額
国のR6補正予算分（令和６年度低所得世帯支援枠等分）

事務費　交付限度額③
令和７年度既配分額

国のR6補正予算分（給付支援サービス分）
交付限度額④

今回配分予定額
国のR6補正予算分（令和６年度低所得世帯支援枠等分）

給付費　交付限度額②
今回配分予定額

国のR6補正等予算分（令和６年度低所得世帯支援枠等分）
給付費　交付限度額②

今回配分予定額
国のR6補正予算分（給付支援サービス分）

交付限度額④

14,306                  
令和７年度既配分額

国のR6補正予算分（推奨事業メニュー分）
交付限度額①

交付対象経費(地方単独事業費)
（R7経済対策分）

20,284                                             

交付対象経費(地方単独事業費)
（その他）

令和７年度既配分額
国のR7予備費分（推奨事業メニュー分）

交付限度額⑤
令和７年度既配分額

国のR7補正分（推奨事業メニュー分）
交付限度額⑥

今回配分予定額
国のR7予備費分（推奨事業メニュー分）

交付限度額⑤

特定事業者等
支援

個人を対象と
した給付金等

　

【
Ｒ

６

経

済

対

策

等

】
差

押

禁

止

法

の

対

象

範

囲

　

※

事

務

連

絡

参

照

-                                                    

事業の概要(①②③④を必ずそれぞれの項目毎に明記)
①目的・効果
②交付金を充当する経費内容
③積算根拠（対象数、単価等）
④事業の対象（交付対象者、対象施設等）

Ｂ２

都道府県・市町村コード（５桁）

令和７年度既配分額
国のR6補正予算分（令和６年度低所得世帯支援枠等分）

給付費　交付限度額②

令和７年３月17日事務連絡に基づく追加分にかかる交付対象経費
※事務連絡は該当団体のみに通知

今回配分予定額
国のR6補正予算分（令和６年度低所得世帯支援枠等分）

事務費　交付限度額③

国のR7予備費分（推奨事業メニュー分）　交付限度額⑤
にかかる交付対象経費

国のR7補正分（推奨事業メニュー分）　交付限度額⑥
にかかる交付対象経費

229,025                                           

配分予定額計
国のR6補正予算分（推奨事業メニュー分）

交付限度額①

Ｎｏ

今回配分予定額
国のR6補正予算分（推奨事業メニュー分）

交付限度額①

国のR6補正予算分（令和６年度低所得世帯支援枠等分）
事務費　交付限度額③にかかる交付対象経費

-                                                    

臨時の措置であ
ることが分かる
事業名称として

いる

Ｂ ※参考

エラー（推奨
本省繰越希
望額未入力）

                                     433,568

国のR6補正分（給付支援サービス分）
交付限度額④　（令和７年７月通知分）

備考3
商品券等を活用した事業を行う場合、Q＆A等

ふまえた対応について記載

小計　交付限度額④

国のR6補正分（給付支援サービス分）
交付限度額④　（令和６年度本省繰越分）

(重点支援地方交付金の追加を踏まえた各省庁の通
知の発出状況に定義されている対象分野)

国のR6補正分（給付支援サービス分）
交付限度額④　（令和７年12月通知分）

備考4
実施状況の公表等について

（HP、広報紙など）
基金 事業始期 事業終期 成果目標（可能な限り定量的指標を設

定）

208,000                 

支援開始時期

国のR6補正等（令和６年度低所得世帯支援枠等分）
事務費　交付限度額③　（今回追加分）

小計　交付限度額③

エラー（臨時名称選
択漏れ）

エラー（事業
名称入力漏
れ）

推奨事業メニューの本省繰越希望額の調整欄

移替先


